
本牧市民プール再整備事業　入札説明書に関する質問（第２回）への回答

18
入札説明
書

20 26
4_(2)_ｸ_施設
運営企業に関
する要件

複数の企業で施設運営業務及び自
主事業を実施する場合（ウ）の要
件を満たす企業が本施設の運営に
関する総合的な調整及び管理かつ
本施設における屋外プール利用の
営業に必要な業務を担う企業が１
者含まれていれば良いとの解釈で
よろしいでしょうか。

　施設運営業務及び自主事業を実
施する複数の施設運営企業におい
ては、いずれの施設運営企業にお
いても入札説明書４_(2)_クの(ｱ)
から(ｳ)までの要件を全て満たす必
要があります。

19
要求水準
書

6 10
第2_1_(6)_ｱ
_(ｳ)_選定事
業の業務内容

PFI事業者が事業用地の借受者とし
て借受期間中の敷地管理は公有地
貸付契約をするまではPFI事業者で
契約後は付帯事業者との考えで宜
しいでしょうか。

　事業用地内の付帯事業用地につ
いては、公有地貸付契約の締結日
まではＰＦＩ事業者が敷地管理を
行うものとし、公有地貸付契約の
締結日以降は付帯事業者が敷地管
理を行うものとお考えください。
事業契約書（案）第41条第２項及
び第３項（18頁）も参照してくだ
さい。

回答

　公有財産貸付契約に基づく貸付
料の支払いについては、各事業年
度における個々の貸付期間のみを
対象とする個別の公有財産貸付契
約を一括して締結することによ
り、個々の貸付期間の初日から末
日までの日数に応じた貸付料を支
払うものとします。
　利便機能営業者は、翌事業年度
における夏期の屋外遊泳用プール
の営業に応じた貸付期間の他、夏
期以外に利便機能営業を行うため
に必要な貸付期間を個別に定める
ものとし、個々の貸付期間には、
利便機能営業者が所有又は管理す
る商品、材料、器具、仮設物その
他の利便機能の営業に必要な物件
の搬入及び設置のための期間、利
便機能の営業の期間、及び利便機
能の営業の終了後、営業に必要な
物件の撤去及び原状回復のための
期間までを含むものとします。
　このため、入札説明書の３
_(11)_ウ（10頁）、３_(12)_キ
（13頁）、要求水準書の第２_１
_(12)_ウ（15頁）、第２_１_(13)_
キ（18頁）、第３_４_(2)（95
頁）、第３_４_(4)_イ_(ｲ)_ｄ及び
第３_４_(4)_ウ_(ｱ)_ａ（96頁）、
事業契約書（案）の第101条第３項
（36頁）、事業費の算定及び支払
方法の８（９～10頁）、公有財産
貸付契約書（案）の第５条（１
頁）、第８条第２項（２頁）をそ
れぞれ修正します。

事業年度の前年度末日までにPFI法
第69条第6項の規定に基づく行政財
産の貸付を内容とする公有財産貸
付契約を締結するとありますが、
賃料の発生は営業開始からと考え
て宜しいでしょうか。

番号 資料名 頁数 行数 項目 質問

第2_1_(12)_ｳ
_公有財産貸
付契約の締結

2615
要求水準
書

20

1



本牧市民プール再整備事業　入札説明書に関する質問（第２回）への回答

回答番号 資料名 頁数 行数 項目 質問

21
要求水準
書

21 10

第2_2_(2)_表
6_
事業用地の周
辺環境等

項目「上水道」に「本事業におい
て当該給水管更新工事を行うこ
と。」とありますが、給水本管で
はなく、引込管との解釈でよろし
いでしょうか。

　お考えのとおり、更新工事の対
象となるのは、給水装置（配水支
管又は給水本管から分岐して設け
られた給水管（引込管）及びこれ
に直結する給水用具）を対象とし
た給水装置工事になるものとお考
えください。

22
要求水準
書

22 12

第2_2_(2)_表
7_事業用地に
関連する工事
期間の想定

防土提改修工事が令和2.9～令和
3.3にありますが、改修工事完了と
保守管理業務の時期がずれるため
空白の時間があります。その時期
に何か発生した場合の責任区分は
どうなりますか。

　防土堤は事業用地内に含まれて
おり、事業用地の管理については
ＰＦＩ事業契約の本契約の締結日
（令和３年６月上旬頃を予定）ま
では市において事業用地を管理
し、締結日以降はＰＦＩ事業者に
おいて管理するものとお考えくだ
さい。

23
要求水準
書

25 13
第2_3_(1)_ｵ_
本牧市民プー
ル

「当該給水管の更新を本施設の整
備に併せて行うこと。」とありま
すが、更新する新設管の配管ルー
トは敷地内であれば既設旧管の位
置でなくても良いという解釈でよ
ろしいでしょうか。（敷地の状況
により影響が少ないルートを選定
するため）

　給水管の更新においては、既存
の管径250mm給水管の撤去が必須で
あることから、更新する給水管の
配管ルートについては、既設の給
水管の配管ルートとすることを原
則とします。

24
要求水準
書

27 25

第3_1_(2)_ｶ_
本事業の事業
主体に関する
事項

市民からの要望とありますが、要
望を取り入れた場合提案予算を上
回った場合の費用負担は市の負担
との考えて宜しいでしょうか。

　ＰＦＩ事業者は、要求水準書第
３_１_(2)_カに定めるとおり、市
民からの要望に関して本市が対外
的に説明等を求められる事項に関
する情報を迅速かつ的確に共有で
きるようしてください。
　また、当該市民の要望への対応
を図ることにより、要求水準等の
変更が必要な場合は、事業契約書
（案）第33条及び第34条の定める
ところによるものとなります。

25
要求水準
書

29 17

第3_1_(4)_ｺ
_(ｴ)
本事業におけ
る業務管理に
関する事項

神奈川県海水浴場等に」関する条
例第9条に定める申請書は施設の引
渡までに提出すれば宜しいでしょ
うか。

　神奈川県海水浴場等に関する条
例第９条の定めるところにより本
施設のプールの設置許可を受ける
ためには、着工前から設計図面等
について神奈川県との間で事前相
談を行うことが必要になります。

2



本牧市民プール再整備事業　入札説明書に関する質問（第２回）への回答

回答番号 資料名 頁数 行数 項目 質問

27
要求水準
書

39 3
第３_２
_(2)_(ｴ)

　提供公園については、本牧市民
公園内の駐車場から本施設への利
用者動線上に配置してもよいで
しょうか。

　要求水準書_第３_２_(2)_(ｱ)
（38頁）に示すとおり、本施設の
敷地、公園、民間収益施設（付帯
事業用地）の敷地は、それぞれ明
確に敷地を区分し管理ができるよ
うにする必要があります。なお、
本再整備事業で整備する公園は、
開発許可に基づく提供公園です。
公園整備後は、本牧市民プールの
所管部署と異なる部署で管理され
ることとなることに留意し、配置
計画を行って下さい。
　なお、要求水準書_第３_２_(3)_
イ_(ｴ)_ｐの駐車場ゾーン（55頁）
において、「混雑時には、利用者
が隣接する本牧市民公園の駐車場
を利用することも可能とする。」
としているのは、既存の本牧市民
プールにおける利用状況に基づく
ものです。再整備後においても、
本牧市民プール利用者が本牧市民
公園の駐車場を利用し、本牧市民
公園側から本施設へ来場すること
を想定しているとご理解くださ
い。

　既存の本牧市民プールにおいて
は、今回の更新対象である管径
250mmの給水管（プール利用）の
他、既に撤去済の本牧臨海公園を
経由して引き込んでいた管径50mm
（飲用）の２本により給水してい
ました。これは夏期のプール利用
の給水管は管径が大きく、かつ、
延長距離が長いことから、夏期以
外の期間に給水管内に長く水が残
留することになるため、飲用の給
水管を別途手当していたもので
す。このため、新設水道管につい
ては、飲用とプール利用の２本の
給水管を敷設してください。
　また、管種はダクタイル鋳鉄
管、継手はＧＸ形とし、管径は飲
用又はプール利用における各々の
使用予定水量に応じて設定してく
ださい。ただし、管径を300mm以上
とする場合は水道局との協議が必
要になる点に留意してください。
既存の給水管（プール利用）の延
長は約250ｍです。
　なお、更新対象である既設の給
水管（プール利用）からは、本牧
市民公園への給水管が分岐してい
ることから、本牧市民公園におい
て長時間の断水等が生じないよう
にするなど施工上の配慮が必要に
なることにも留意願います。

給水管更新工事における新設水道
管の仕様（管種、管径、延長等）
ご教示ください。

第3_2
施設性能に関
する事項

138
要求水準
書

26

3



本牧市民プール再整備事業　入札説明書に関する質問（第２回）への回答

回答番号 資料名 頁数 行数 項目 質問

28
要求水準
書

39 18

第3_2_(2)_
（ｹ）_敷地利
用に関する事
項

本施設の敷地の駐車場出入口に関
する開発許可条件についてご教示
ください。

　再整備用地西側の市道豊浦町50
号線に面して本施設の利用者駐車
場に必要な台数の駐車場（以下、
本施設駐車場という。）の入口を
設けることについては、開発許可
の基準を満たしませんが、出口を
設けることは可能です。その他の
開発許可の基準については「都市
計画法による開発許可の手引」
（令和２年４月横浜市建築局）を
確認してください。
　なお、要求水準書第３_２
_(2)_(ｹ)（39頁）に示すとおり、
国道357号線に面して本施設駐車場
の入口を設けることは可能です
が、出口を設けることについては
所管の警察署の了解を得られない
可能性が高いことにも留意して下
さい。

29
要求水準
書

42 7
第３_２_(3)_
ア_(ｻ)及び
(ｼ)

　屋外遊泳用プールのうち仮設の
プールとできるプールの種類に制
限はあるのでしょうか。

　要求水準書第３_２_(3)_イ_
（ェ）_ｎ（46頁）に示すとおり、
仮設プールを撤去したスペース
を、夏期以外にスポーツ・レクリ
エーション利用に供する場合に
は、種類や用途を問わず、屋外遊
泳用プールの水面積の30％以下ま
では仮設のプールとすることがで
きるものとご理解ください。

30
要求水準
書

44 1

第3_2_(3)_イ
_(ｳ)_m
_施設性能に
関する事項

解体工事における敷地にネット
フェンスが新設されております
が、事業者の提案・計画により活
用可能な箇所はそのまま活用して
よろしいでしょうか。

　現在、事業用地の周囲に設置さ
れているネットフェンスは、市が
更地となった事業用地を管理する
観点から設置したものであり、市
は本事業の実施にあたり、事業用
地を現況有姿でPFI事業者に引き渡
す予定です。このため、本施設等
の整備にあたり、当該ネットフェ
ンスの利用及び処分はＰＦＩ事業
者の責任において対応できるもの
とご理解ください。ただし、当該
ネットフェンスは更地を管理する
目的により設置したものであり、
施設の敷地を管理することを目的
とした必要高さや構造等を有する
ものではないことに留意願いま
す。

4



本牧市民プール再整備事業　入札説明書に関する質問（第２回）への回答

回答番号 資料名 頁数 行数 項目 質問

31
要求水準
書

55
第3_2_(3)_ｲ
_(ｳ)_p_
駐輪場ｿﾞｰﾝ

施設利用者駐輪場を約200台程度と
ありますが、ｵｰﾄﾊﾞｲ、原付ﾊﾞｲｸも
台数に含まれるのでしょうか。

　施設利用者駐輪場約200台程度に
バイク又原動付自転車の駐車台数
を含めることは差し支えありませ
んが、自転車の駐車台数について
関係法令に基づく附置義務台数以
上を確保するように計画して下さ
い。

32
要求水準
書

58 6

第3_2_(3)_ｴ
_(ｲ)_a_ (b)_
電気設備　一
般事項

本施設における電気の引込につい
ては民間収益施設における電気の
引込とは別にとありますが、基本
的に電気引込は1敷地1引込なので
土地を分筆すると考えますか。そ
れともメーターを分ければ良いと
いう考えでしょうか

　本施設における電気の引込みと
民間収益施設における電気の引込
みを別にするにあたり、必ずしも
付帯事業用地の分筆が必要である
とは考えていませんが、敷地境界
を明確にするための測量を行って
ください。

33
要求水準
書

70 29

第3_3_(2)_ｳ
_(ｱ)_d
_工事監理業
務

工事期間中に本施設等に係る別工
事との調整とありますが、どのよ
うな工事を想定されていますか。

　現時点では具体的な工事内容を
想定していません。

34
要求水準
書

84 23

第3_3_(4)_ｱ
_(ｳ)_a_ (a)_
利用時間

利用時間は午前9時から午後5時と
なっていますが、それ以降の夜間
営業は提案によるものとなります
か。

　午前９時から午後５時までの利
用時間は参考として示したもので
あり、午後５時以降の営業につい
ては計画提案によるものとなりま
す。

35
要求水準
書別紙

11 資料7

解体工事完了後の敷地の竣工図を
ご提示お願い致します。

　要求水準書添付資料の資料７の
解体工事後の敷地状況図を更新
し、別途提示のとおりとします。

36
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
基本計画

1 27
2_(1)_ｱ_関係
者協議会

関係者協議会を毎年7/1～9/30まで
は原則として毎月2回の頻度でとあ
りますがその他の月は必要に応じ
て適宜行うという解釈でよろしい
でしょうか。

　お考えのとおり、ＰＦＩ事業契
約（仮契約）の締結日以降から本
施設等の引渡日までと、本施設等
の引渡日以降における第２四半期
については原則として毎月２回の
頻度で関係者協議会を開催するこ
とになります。
　本施設等の引渡日以降の第２四
半期以外の期間における関係者協
議会の開催頻度については、市と
ＰＦＩ事業者との間で適宜、協議
の上、定めるものとお考えくださ
い。

37
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
基本計画

4 1

2_(2)_ｳ
_(ｳ)_d_(C)_
建設業務の進
捗状況報告書

報告書は月報で宜しいでしょう
か。

　建設業務の進捗状況報告書の内
容については、要求水準書第３_３
_(2)_イ_(ｲ)_ｃ（69～70頁）に示
す内容を参照してください。

5



本牧市民プール再整備事業　入札説明書に関する質問（第２回）への回答

回答番号 資料名 頁数 行数 項目 質問

38
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
基本計画

4 2

2_(2)_ｳ
_(ｳ)_d_(d)_
室内濃度測定
結果報告書

室内濃度測定結果報告書は管理棟
のみで宜しいでしょうか。（外部ﾄ
ｲﾚ、機械室は除く）

　「横浜市公共建築物シックハウ
ス対策ガイドライン」などをふま
え、管理棟の他、計画提案の内容
により多数の市民が利用する建築
物と認められる施設が対象になる
ものとお考えください。

39
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
基本計画

9 3
3_(2)_ｲ_(ｲ)_
減額ポイント
の算定

是正ﾚﾍﾞﾙがﾚﾍﾞﾙ１、２は不具合に
関して8時間未満、8時間以上とあ
るので1日あたりの減額にはなりま
すが、ﾚﾍﾞﾙ3の場合は、不具合に関
して24時間以上なので2日換算にな
るのでしょうか。

　減額ポイントの算定は、懸念事
項が生じてから解消するまでの期
間ではなく、懸念事項が生じた日
（初日）から当該懸念事項の改善
及び復旧が図られたことを本市が
確認した日（末日）までの期間を
を対象として、是正レベルに応じ
た１日あたりの減額ポイントを算
定対象期間の日数に乗じて算定す
るものとご理解ください。
　例えば、本施設（設備等を含
む。）に一時的（８時間未満）な
不具合が生じた場合（初日）、当
該不具合が生じてから解消するま
での期間は８時間未満なのでレベ
ル１（１日当たりの減額ポイント
１）となります。当該不具合が生
じた日（初日）から、ＰＦＩ事業
者から本市への報告、本市による
改善勧告及び是正レベルの認定の
通知、ＰＦＩ事業者による改善・
復旧計画書の作成及び提出、改
善・復旧が図られたことを本市が
確認した日（末日）までに10日か
かった場合、減額ポイントは10ポ
イントとなります。

40

本牧市民
プール再
整備事業
に関する
提出書類
の記載要
領（計画
提案）
別紙１

3 10 様式・枚数

経営管理（経営管理方針）から管
理運営（施設運営（夏期の屋外
プール利用））までで線引きさ
れ、A420枚相当となっているが、
地域活性化まででA420枚相当の誤
りではないか？

　書類名が「事業計画提案書」で
ある計画提案書の項目別の様式及
び枚数については、「表紙」が様
式31で１枚、「計画提案概要」が
様式32又は様式33でＡ４判10枚相
当以内、「経営管理（経営管理方
針）」から「地域活性化」までの
「表紙」及び「計画提案概要」を
除く事業計画提案書が様式32又は
様式33でＡ４判20枚相当以内とな
ります。
　提出書類の記載要領の別紙１の
提出書類の記載要領（計画提案）
における枚数欄の記載を修正して
提示します。

6



本牧市民プール再整備事業　入札説明書に関する質問（第２回）への回答

回答番号 資料名 頁数 行数 項目 質問

41

本牧市民
プール再
整備事業
に関する
提出書類
の記載要
領（計画
提案）
別紙１

4 22
経営管理総合
計画

「●その他本事業の経営管理に関
する事項として、要求水準書_第３
_１_(5)_ア_(ｱ)_ｄに定める事項に
関する計画提案を記載すること。
（ｄ その他本事業の経営管理に関
する事項）」とありますが、前●
の経営管理計画、財務管理計画、
業務計画の各項目でも「ｄ その他
本事業に関する経営管理に必要な
事項」「ｅ その他本事業に関する
財務管理に必要な事項」「ｆ その
他本事業に関する業務管理に必要
な事項 」の記載が求められていま
す。重複した提案内容にならない
ために市が求めている記載のイ
メージをご教示頂けないでしょう
か。

　その他とある事項は、要求水準
書において具体的な内容が示され
ている事項以外に計画提案におい
て独自に工夫した事項等について
示すものとお考えください。

42

本牧市民
プール再
整備事業
に関する
提出書類
の記載要
領（計画
提案）
別紙１

9 11 様式・枚数

施設計画のみで線引きされ、A420
枚相当となっているが、備品等設
置業務計画まででA420枚相当の誤
りではないか？

　書類名が「施設整備計画書」で
ある計画提案書の項目別の様式及
び枚数については、「表紙」が様
式31で１枚、「施設計画」から
「備品等設置業務計画書」までの
「表紙」を除く施設整備計画書が
様式32又は様式33でＡ４判20枚相
当以内となります。
　提出書類の記載要領の別紙１の
提出書類の記載要領（計画提案）
における枚数欄の記載を修正して
提示します。
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